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経済誌が連載「精神医療を問う」で明るみに出した現実

ー 一般紙が書かなかったこと、書けなかったこと ー

東洋経済新報社 『週刊東洋経済』編集長

風間直樹

（naoki‐kazama@toyokeizai.co.jp)

自己紹介

・１９７７年長野県生まれ。都立小石川高校、早稲田大学政治経済学
部卒業、２００１年同大大学院法学研究科修了後、東洋経済新報社に
入社。

・編集局記者として、電機、金融業界担当などを経て、雇用労働、社
会保障問題等を取材。

・２０１４年８月から２０１７年１月まで、朝日新聞記者（特別報道部、経
済部）。

・東洋経済に復帰後は、「週刊東洋経済」副編集長、調査報道部長を
経て、２０２２年４月より現職。



「週刊東洋経済」で担当した主な特集

主な著作など



東洋経済が「調査報道部」を設置した狙い

・従来から『週刊東洋経済』の特集では、編集部の独自の問題意識に
よる、社会性のあるテーマでの調査報道は積極的に行ってきた。（例：
「薬局の正体」「宗教 カネと権力」）

・この間の「東洋経済オンライン」の急成長を受け、同媒体の拡散力を
生かした調査報道を行うためには、別途、部を立ち上げるべきと編集
局幹部が判断。

・２０１９年の組織改編に伴い、「解説部」等とともに新設。本誌とオン
ラインを両輪とし、調査報道を展開。

月間３億PVを突破した東洋経済オンライン



私が考える「調査報道」とは

・「当事者たちが声を上げにくい」

ゆえに生じる

・①「視えにくい構造問題」

・②「不都合な現実」

を

地道な現場取材に基づいて、可視化していくこと

（NOT 「目の覚めるようなスクープ」、「文春砲」･･･）

狙い①：視えにくい構造問題を可視化する



（例）核燃料サイクル問題

・安全性への尽きない不安に加え、時代の変化で必要性も失われた
かに見えるが、政府や原子力事業者が旗を降ろさぬ理由とは。

・施設が集中立地する青森県内の自治体への関与をさらに深める。

・「核燃マネー」＝電源三法交付金や核燃料税、固定資産税、寄付
金･･･→青森県内への電源三法交付金は３３００億円超。

・核燃料サイクル施設が集中する六ヶ所村＝人口１万人の同村への
交付金総額は６００億円。

・日本原燃の情報センター＝地元紙のビル内に新設移転。

・地元貢献の背景に青森県に核のゴミをすべて押しつけるという本音。

（例）「子どもの命を守る」特集



狙い②「不都合な現実」を可視化する
（例）「大規模無低」キャンペーン

狙い①、②がぴたりと重なったテーマとの偶然の出会い
ーすべての始まりは閉鎖病棟から届いた一通の手紙だった



連載「精神医療を問う」を開始

本連載のプロローグ

• 精神疾患により医療機関にかかっている患者数は日本中で400万
人を超えている。そして精神病床への入院患者数は約28万人、精神
病床は約34万床あり、世界の5分の1を占めるとされる（数字は2017
年時点）。

• 人口当たりで見ても世界でダントツに多いことを背景として、現場で
は長期入院や身体拘束など人権上の問題が山積している。本連載
では日本の精神医療の抱える現実をレポートしていく。



昨年９月末に問題告発編全15回が完結

３本柱は「医療保護入院」、「身体拘束」と
「薬漬け」



極めて使い勝手が良い「医療保護入院」

• 妹や弁護士のバックアップがあったにもかかわらず、米田さんが4年
近くも入院を余儀なくされた背景にあるのが、精神科特有の入院制
度である「医療保護入院」だ。医療保護入院は精神保健福祉法が定
める強制入院の1つ。本人が入院に同意しない場合に、家族など1
人の同意に加え、同じく1人の精神保健指定医の診断があれば、強
制入院させられる。

• 自由の制約という点では同じ刑事事件の場合、逮捕・勾留には現行
犯以外は令状が必要で、その発行には裁判所の判断が介在するが、
医療保護入院にはそれがない。刑期の決まっている刑事事件に対
して、医療保護入院には入院期間の定めがない。

「家族同意」の罠

• こんなケースも…

• 一方的な診察に加え、同意した家族というのは、20年近くも音信不通で、その後軌道に
乗ったAさんの事業に参加してきたものの、金銭トラブルを起こしていた長男だった。

• Aさんや妻、次男は何度も退院させてほしいと懇願したが、病院側は手続きをした長男
が承諾しない限り退院をさせることはできないとの一点張りだった。

• 「一緒に住んでもいない長男からの連絡一つで、長年連れ添いベテランの看護師でも
ある妻とは一切話をしないで、こんな拉致・監禁がまかりとおるとは今でも信じられない。
病院の医師たちに、検査もしないで一方的に認知症だと決めつけられたことで、強制入
院でたくさんの薬を飲まされ、身体はどんどんおかしくなりました」（Aさん）



医療保護入院で活用される「精神科移送業」

死にまで至る「身体拘束」の高止まり

• 日本では身体拘束の件数が激増している。厚生労働省の調査によ
れば、2019年6月30日時点の身体拘束件数（拘束指示が出ている
人の数）は1万0875人。5000人超だった2000年代半ばと比較し倍増
している



「トラウマ」とすることを目的としたとも思えるようなケースも

「引き出し屋」が指示に従わせる「道具」として活用



拒食症で１４歳少女が７７日間身体拘束

「ものすごい羨望を集めるような特別待遇」

• 病院側は「身体拘束を内省や医療従事者に心を開く手段として用いるようなこと
はしていない」と主張する。だが、2020年11月、裁判所での証人尋問で、この担
当医は耳を疑うような発言をしている。

• 「（身体拘束されている患者は）付きっきりのように、もうほかの患者と比べれば、
数倍もの時間を医師も（費やしている）、ですから御本人さんが身体拘束が外れ
たときにものすごく寂しいと言って、特別な座から降りるんだと、まさにそのよう
な、もう病棟患者さんから見れば、ものすごい羨望を集めるような特別待遇なん
ですよ」

• この言葉を聞いたAさんは憤りを込めて訴える。「精神科医にはぜひ、いつ解除
されるかわからない身体拘束を、一度体験してみてほしい。結果的に1時間で終
えたとしても、当事者が訴える、先の見えない底なしの恐怖の一端は感じ取って
もらえると思います。私は結婚して精神的に安定した今でも、急に手首を握られ
たときなど、身体拘束のフラッシュバックに苦しめられることがあります」



最終回は「あの」報徳会宇都宮病院の今

「あの」石川文之進医師（９５歳）も現役で健在

• Aさん、Bさんの主治医を務めたのは、報徳会宇都宮病院の「社主」
（＝オーナー）、現在御年95歳、大正生まれの石川文之進（いしか
わ・ぶんのしん）医師だ。少なくともAさんが退院した昨年、2020年春
までは、同院の精神科診療の最前線に立っていた。

• 実際、同院のホームページの神経・精神科の筆頭に、「社主、日本
精神神経学会専門医・指導医」の肩書で紹介されている。また職員
募集のページの、「精神科就職はコロナに強い。」との項目には、
「当報徳会宇都宮病院は653床の精神病院（ママ）です。（中略）全国
的に入院患者数減少のなか、社主石川文之進先生の重症患者様
への診察と看護による努力で、当院では入院患者数はかえって増
加しています」との記載もある。



まさに５０年前の大熊一夫著『ルポ精神病棟』の世界

「正直、こんなでたらめは見たことがない」

• 宇都宮市嘱託医の朝信医師は生活保護を受給する9人の長期入院
患者のカルテ等を確認したが、「1つとして妥当性がある、まともなも
のだと判断できるものはなかった。そもそも医師カルテに処方や血
液検査結果がまったく記載されていない。それは医師法、医療法、
国民健康保険法に違反している」（朝信医師）。病院側は処方や検
査結果は看護カルテに記載されていると説明したという。

• この長期入院患者9人の主治医はすべて、同院の「オーナー」である
石川文之進（ぶんのしん）医師（95歳）だ。

• 「正直、こんなでたらめは見たことがないし、こんなことがありうるの
かと思うほどひどい」（朝信医師）。



都内の生活困窮者を「収容」

• 精神科医療の問題を取り扱う弁護士、司法書士などのグループ「医
療扶助・人権ネットワーク」（代表：山川幸生弁護士）は2014年10月、
厚生労働相や東京都知事、栃木県知事などに宛て要望書を提出し
た。要望の趣旨は、栃木県の精神科病院に入院中の生活保護受給
者のうち、長期入院患者についての入院継続の必要性の確認、退
院希望者への必要な措置を取ることなどだ。

• 同ネットワークは要望書提出時までの約2年間だけで、報徳会宇都
宮病院の入院患者25人の退院に関与してきた。法律家による患者
たちへの詳細な聞き取りによって、同院の数々の問題点が明らかと
なった。

入院患者たちからの悲痛な声

• 病院には何度も退院したいと申し出た。院長はいつでもいいという
が、オーナーは「1年は入院してもらわないと困る」と取り合ってくれ
なかった。

• オーナーに退院したいと告げると、「病気が治ってないから1年いろ」
「農園で金を稼いでから出ていけ」と取り合ってもらえなかった。

• これまで何度も退院したいと言ったが、オーナーからは「2年は入院
してもらう。心臓の病気があるので退院できない」と取り合ってもらえ
なかった。別の医師に心臓の事を聞いたら「別に問題ない」と言われ
た。

• オーナーに退院の話を持ち掛けたところ、閉鎖病棟に移された。



恐ろしく鈍い行政側の動き

• 医師や法律家など各種専門家からの厳しい指摘に対し、行政側の動きは恐ろしく鈍い。

• だが同年10月、宇都宮市は「レセプトの傷病名と入院要否意見書の傷病名に整合を持
たせること」という、ごく形式的な文書指導で本件を幕引きとし、なおも食い下がる朝信
医師と市幹部との会談が2019年7月に決裂すると、任期満了だとして同年3月末にさか
のぼり、同氏を嘱託医ほかすべての市の役職から外すことを決めた。

• こうした市の対応に、宇都宮市医師会精神科医会は報徳会宇都宮病院への独自の監
査を提案したが、市はこれも拒否。

• 同様に、医療扶助・人権ネットワークの要望書に対しても、結局具体的な動きは何らみ
られずじまいだった。

患者、関係者からも山のようなクレーム

• 実はこうした専門家からの指摘を待つまでもなく、栃木県や宇都宮
市には、患者や関係者などから、報徳会宇都宮病院に関するクレー
ムは山のように寄せられている。

• 東洋経済が昨年末、栃木県と宇都宮市に対して、報徳会宇都宮病
院に関する相談・苦情と、その対応について、記録された文書すべ
ての公文書開示請求を行ったところ、2015年から2020年までの6年
分（一部他期間も含む）で、その件数は実に430件に上っていた。栃
木県からは小型の段ボールでひと箱分の文書が開示されたほどだ。

• 黒塗り部分が多く判別しにくい点もあるが、苦情内容はやはり、「理
由の説明もなく退院させてくれない」といった内容が多い。



石川文之進医師の「カルテ」

急増する認知症での精神科入院

• 厚生労働省の推計によれば、２０２５年に認知症の高齢者（65歳以上）は約700万人と
なる。認知症予備軍にあたる軽度認知障害（MCI）まで含めると、確実に1000万人を超
えるとみられ、高齢者の3人に1人となる。

• もはや認知症は特別なことではなく、本人や家族としてはいかに備えたうえで普通に付
き合っていくか、社会としてはいかに認知症の人が当たり前にいて、受け入れる体制を
構築できるかが重要となってくるはずだ。

• ところが認知症だと診断されたことで、突如として精神科病院への強制入院を余儀なく
されるケースは決して少なくない。

• 厚生労働省の調査によれば、精神疾患を有する入院患者のうち、アルツハイマー型認
知症は4.9万人（2017年）で、2002年の1.9万人から右肩上がりで増加している。



先進国の認知症ケアの潮流とは真逆

• 認知症の人を、本人の同意なく精神科病院に強制入院させ、向精神薬を
投与する。場合によっては隔離や、時に死にまで至る身体拘束を行う……。
こうした日本の実情は、脱施設化の進む世界の認知症ケアの潮流とは、
明らかに反している。

• 現在の日本の認知症対策の国家戦略は、政府が2015年に策定した「新
オレンジプラン（認知症施策推進総合戦略）」。各論に目を凝らすと、随所
に認知症への精神科病院のかかわりが強められる内容が盛り込まれて
いることがわかる。

• 精神科病院の役割は、「介護サービス事業者等への後方支援と司令塔
機能が重要」と明記されたことで、医療が介護に対して指揮命令権を持ち、
優位に立つことが明確化された。

圧倒的な病床数背景に積極提言

• 新オレンジプランでは再度の方針転換を余儀なくされた背景には、
ある団体からの猛烈な反発があった。日本精神科病院協会（日精
協）である。

• 日精協は戦後、民間の精神科病院を中心として設立された。現在で
は、会員病院の病床数は、日本の精神病床総数の85％以上を占め
ている。その圧倒的な病床数を背景に、精神保健分野の厚生行政
につねづね、積極的な提言・要望を行っている。

• 一貫してうかがえるのは、認知症施策においては、あくまで精神科
医による医療モデルが「主」であり、介護など生活モデルは「従」であ
るというスタンスだ。



認知症は精神医療で対応

• 日精協が認知症に関して、先進諸国の潮流とは真逆とも思える主張
を続けるのは、いったいなぜなのか。上に挙げたすべての提言・要
望時の責任者であり、今年7期目に再選出され現在も組織を率いて
いる、日精協の山崎學会長に尋ねた。

• 「高齢化が進む中、認知症に伴うBPSD（妄想・徘徊などの周辺症状）
の患者は当然増えます。そのためには一定の病床数は維持しない
と駄目だと思う。認知症のBPSDというのは精神科医でなくては治療
できません」

社会秩序の担保と保安を担う精神科病院

• 精神科病院が医療だけではなく社会秩序の担保と保安を担っている
という、発言の真意についても山崎会長に聞いた。

• 「（NHKの番組で）言っていること自体は、僕は間違っていると思って
ないんです。精神科は今どうにかしてほしいという患者を家族や警
察や保健所が連れてきて、精神保健福祉法に基づいて強制入院さ
せるシステムです。たとえば心筋梗塞などで運ばれる患者とは違っ
て、医療の提供の前に暴れている人をどうにかしなければなりませ
んが、そこに診療報酬上の評価が全然ないことを問題視しているん
です。それが社会秩序の担保と保安機能を担っていることへの評価
を、ということです」



「地域移行」への日精協会長の見解

• 「地域に出るということが、その患者さんにとって幸せだと思う？
僕は患者さんにとって余計なお世話だと思う。精神科病院で気の
合った仲間とおしゃべりして一緒に晩ご飯を食べる生活と、独居のア
パートでコンビニの冷たい晩飯を1人でテレビ見ながら食べる生活と
どっちが幸せだと思う？ しかも長期入院で社会生活の仕方もほと
んどわからない人が地域に出て困惑するより、病院内の仲間と冗談
言って、晩飯食べて、おやすみと寝て、病院に長期入院でいるほう
が、僕は幸せな気がするけどな。僕ならそっちのほうがいいな」

実は多くの精神医療従事者からも同様の声が・・・

• 計１５本の連載記事は、累計で約２７００万ページビューに至り、読者からも９００件超と大変多く
の直接の反響が寄せられた。

• 反響は障害当事者や家族のほか、医師、看護師、精神保健福祉士など医療従事者からも多数
届き、従事者からは肯定的な評価も数多く頂いたものの、一方で否定的な声も相次いだ。

• 否定的な声の内容を詳細に分析する中で、あることに気が付いた。まさに５０年前、１９７０年３
月から朝日新聞で連載された大熊一夫記者の「ルポ・精神病棟」に対する否定的な反響とその
主たる内容がまるで重なるということだ。

• 「ごく一部のレベルの低い病院をセンセーショナルに取り上げている」「精神病院の実態は精神
医療従事者だけが語る資格がある」…、など、問題の山積する実態に対し目を背け、内部のみで
固まろうとする相も変らぬ姿勢こそが、明らかな人権侵害というべき数多くの事態に直結してい
るのではないか。



徹底した「性善説」への疑問

• 山崎会長の主張や精神医療従事者からの当連載への否定的な声の前提には、精神科医、精
神科病院への徹底した性善説があるが、これまでの連載で見てきたとおり、それは必ずしも当
てはまらない。

• ・治療もないのに「社会的制裁だ」などとして4年間も強制入院させた精神科医（連載第1回「精神
病院に4年閉じ込められた彼女の壮絶体験」）

• ・「捜査機関の奴らが認知症やら何やらで精神科に来たら問答無用で隔離室に放り込んで、徹
底的に痛めつける」といったメールを送った精神科医（連載第2回「精神病院から出られない医
療保護入院の深い闇」）

• ・身体拘束を「ものすごい羨望を集める特別待遇」などと言ってのける精神科医（連載第11回「14
歳の少女が精神病院で体験した『極限の地獄』」）

• ……、など、本連載の中だけでも、問題事案は枚挙にいとまがない。

求められる患者本人の権利擁護

• 精神科医らからなる日本精神神経学会は今年6月、「精神科医師の倫理
綱領細則」を制定した。

• その末尾では、精神科医師は法を順守するとともに、法や制度を改善す
るよう努めるといい、既存の法を守るだけでなく、精神を病む人びとが法
や制度の恩恵をよりよく受けられるよう積極的に行動すると明言している。

• 形式的な法の順守にとどまらず、患者本人の権利擁護のために、いかに
自発的に積極的な行動へと踏み切れるか、今、精神医療関係者に問わ
れているのは、まさにその一点である。



連載を終えて、改めて思うこと

• 日本の精神医療に最も必要なのは、外部からの指摘を積極的に受
け止め、対話し、自己変革へとつなげることのはず。

• その意味で、門外漢の最たるものである経済ジャーナリズムの当媒
体が、問題提起に取り組む意義はあったと考えている。

どこまでを「事実」として書けるのか
ー「文化通信」インタビューよりー

• 記者と当事者の間にいる専門家、支援する医者、弁護士、支援者の方々など現状や実態を客
観的に見られる人に入ってもらいました。コメントなどの引用は、専門家の複数の目からみて「こ
こまでは言える」というぎりぎりのところまでつめました。相手方が当事者に言っていないと主張
していることについては本文に注記をしています。記事に説得力を出すために一番気を使ったと
ころです。

• 私は20代前半の記者駆け出しのときに、偽装請負に関する記事でとある企業から名誉毀損裁
判を受けました。当然、こちらに正義があると考えていましたが、裁判は一つ一つの事実に関す
る裏付けがあるかを事務的に詰めていく作業。一審では負けました。こちらからすると一見些細
に見えることでも足元をすくわれてしまう。この時の体験は強烈にあります。

• 今回も記事公開前には自社の法務チームに必ずチェックしてもらいました。時には顧問弁護
士にもみてもらいました。当事者の証言を裏付けるための反対取材も徹底しました。事実を書く
上でやれることは全部やりました。その甲斐もあって連載中、記事の信憑性に関するクレームは
ひとつもありませんでした。



「構造問題」として描くことに徹する
ー「文化通信」インタビューよりー

• 一人の悪い医者がいるとか、一人のかわいそうな患者がいるというレベ
ルの話ではありません。 精神医療の取材では、本当にその医者がおか
しいと言えるのか、当事者の言っていることが信用できるのかなどと言わ
れがちです。確かに個々の問題にするとつめきれないところが出てきます。

• 大切なのは精神医療に関する制度や仕組みがおかしいと指摘すること
です。強制入院に関しても、警察が容疑者に同じようなことをしようと思っ
たら裁判所の令状が必要なのにその過程をすっ飛ばせてしまう。警察や
裁判所担当の事件記者から見ても異様に映るはずです。そういう目で見
れば（同業のメディアにも）関心を持ってもらえると期待しています。

本連載を大幅加筆して書籍化

• １５回の連載をベースに大幅加筆し、３月１１日に弊社より刊行。

• タイトルは『ルポ・収容所列島 ーニッポンの精神医療を問うー』

• タイトルの参考にしたのは、旧ソ連の反体制派への人権侵害を告発
した、ソルジェニーツィンの『収容所群島』。同書は広大なソ連領内に
点在する収容所のありようを大海中の島々になぞらえて「群島」とし
たが、本書ではこの狭い日本列島に隔離収容型の「精神病院」がい
まだ密集しているさまを示せればと思っている。



大幅加筆し３月１１日に刊行。乞うご一読！

（余談ですが…）４月に『週刊東洋経済』編集長に就任

めざすのは、「真面目なる技術者
（記者・編集者）の技能を、最高度に
発揮せしむべき自由闊達にして愉
快なる理想工場」（ソニー設立趣意
書より）→ご期待くださいませ！


